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令和４年５月 11 日 

  

 

消費者被害防止ネットワーク東海とファビウス株式会社との間の 

訴訟に関する控訴審判決の確定について 

 

適格消費者団体である NPO 法人消費者被害防止ネットワーク東海とファビウ

ス株式会社との間の訴訟について、同法人から、最高裁判所に行った上告及び

上告受理申立てについて、令和４年３月 31 日に、それぞれ上告棄却及び申立

て不受理の決定がされ、差止請求を棄却した控訴審判決が確定した旨の報告が

あったことから、改めて、消費者契約法第 39 条第１項の規定に基づき、下記

の事項を公表する。 

 

記 

 

１．差止請求に係る判決の概要 

控訴審判決の概要 

  令和４年３月９日、消費者庁ウェブサイトに掲載した（別添資料）。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海(法人番号 6180005007083） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

ファビウス株式会社（法人番号 3011101056423） 

 

４．当該事案に関する改善措置情報 （※）の概要 

なし 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の

行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をと

った旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のこと

をいう（消費者契約法施行規則第 14 条、第 28 条参照）。 

以上 
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【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課  電話：03－3507－9165 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html
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（別添資料） 

令和４年３月９日 

 

 

消費者被害防止ネットワーク東海とファビウス株式会社との間の 

訴訟に関する控訴審判決について 

 

 

消費者契約法第 39 条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．判決の概要 

（１）事案の概要 

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者被害防止ネット

ワーク東海（以下「消費者被害防止ネットワーク東海」という。）が、イン

ターネットによる通信販売業等を営み健康食品「すっきりフルーツ青汁」

（以下「本件商品」という。）を販売するファビウス株式会社（以下「ファ

ビウス」という。）に対し、「ラクトクコース」と呼称される本件商品の購入

契約（以下「本件契約」という。）は、実際は本件商品を最低４回は継続し

て購入することを条件として初回については本件商品を定価から 84 パーセ

ント割引した価格で購入できるものであるが、被告が現に行う表示は、本件

商品を１回だけ購入する契約であるかのように装い、また、最低４回は継続

購入する契約であるから、１回当たりの平均支払金額よりも初回の支払金額

を低額とする必要性及び合理性がないにもかかわらず初回の支払金額を強調

して表示するものであり、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示

法」という。）第５条第２号(※)に規定する有利誤認表示に該当するとして

（以下「本件請求１」という。）、景品表示法第 30 条第１項第２号(※)の規定

に基づき、別紙における「１」に記載の表示（以下「本件表示１」という。）

の差止めを求めた事案である。 

原判決（名古屋地方裁判所が令和元年 12 月 26 日に言渡し)（※２）が、消費

者被害防止ネットワーク東海の請求を棄却したところ、消費者被害防止ネッ

トワーク東海が原判決後にファビウスが本件表示１の一部を変更した内容が

初回分の支払金額と解約が許されない期間の商品代金総額とを殊更分離して

表示するものであり、景品表示法第５条第２号に規定する有利誤認表示に該

当するとの主張（以下「本件請求２」という。）を追加し、別紙における

「２」に記載の表示（以下「本件表示２」という。）の差止も求めて控訴し

た（以下、消費者被害防止ネットワーク東海を「控訴人」、ファビウスを

「被控訴人」という。）。 

 

  （※）景品表示法 
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    （不当な表示の禁止） 
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の

各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 
一  〔略〕 
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又

は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給してい
る他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると
一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般
消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認
められるもの 

三  〔略〕 
 

第三十条 消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第二条第四項
に規定する適格消費者団体（以下この条及び第四十一条において単
に「適格消費者団体」という。）は、事業者が、不特定かつ多数の一
般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれ
があるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又
は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知そ
の他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求
することができる。 

    一 〔略〕 
    二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は

当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給してい
る他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である
と誤認される表示をすること。 

   ２・３ 〔略〕 
 

（注）上記の訴訟が提起された日現在の規定 
 

（※2）参考：第一審判決の概要 
   令和２年２月 12 日、消費者庁ウェブサイトに掲載した（別添資料）。 
   

（２）結果 

名古屋高等裁判所は、令和３年９月 29 日、控訴人の控訴を棄却する判決

を下した(控訴人は、令和３年 10 月 12 日付けで最高裁判所に上告状兼上告

受理申立書を提出した。)。控訴審における本件請求２に関する追加請求に

ついては以下のとおり。 

 

ア 本件の争点 

本件商品をラクトクコースで購入する際の初回の購入金額を低額にする

表示が、景品表示法第 30 条第１項第２号に規定する有利誤認表示に当た

るか。 

 

イ 控訴審における裁判所の判断の概要 
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 本件表示２に含まれている申込内容を確認する画面（以下「本件申込

内容確認画面２」という。）における初回分の支払金額の表示（控訴審

における追加請求）について 

㈠ 被控訴人は、控訴人の当審における訴えの変更を許さない旨の裁

判を求めるが、控訴人が当審において追加した本件請求２は、その

内容からして、被控訴人が本件表示１の一部を変更したことに対応

して本件請求１を補充したものと認められるから、請求の基礎（民

事訴訟法１４３条１項）に変更はなく、これにより著しく訴訟手続

を遅滞させることとなるともいえず、また、控訴人が本件提訴に先

立ち被控訴人に対してした書面による差止請求の趣旨は、本件請求

２も包摂するものといえるから、上記訴えの変更は適法と認められ

る。 

㈡ 控訴人は、申込内容確認画面の重要性を理由に、本件申込内容確

認画面２において、初回分の商品代金のみが黒色の枠に囲われて表

示され、それ以外は枠の外に分離され、かつ、より小さいフォント

で表示されていることをもって、一般消費者をして本件契約が初回

１回だけの契約（お試し購入）であると誤認させると主張する。 

 しかし、黒色の枠に囲われた初回分の商品代金のすぐ下に２回目

以降の商品代金等が表示され、両者が殊更に分離されているとは認

め難いし、既に判示したように、本件表示２全体の表示内容や表示

方法等に照らせば、本件申込内容確認画面２の表示をもって、一般

消費者をして本件契約が初回１回だけの契約（お試し購入）である

と誤認させるものとは認め難い。 

㈢ 控訴人は、被控訴人が消費者庁のガイドラインを熟知しながら、

かたくななまでにそれに沿った明確かつ容易に理解できる表示に変

えようとせず、原審口頭弁論終結後、従前の申込内容確認画面より

もさらに一般消費者に誤解を生じさせやすい表示に変更していると

して、今後も「有利誤認表示」をするおそれがあると主張するが、

既に判示したとおり、被控訴人が現に有利誤認表示をしているとは

認められないから、控訴人の主張はその前提を欠くものであり、ま

た、既に判示したところから、被控訴人が今後も「有利誤認表示」

をするおそれがあるとは認め難く、これを認めるに足りる証拠もな

い。 

 

ウ 結論 

よって、控訴人の本件請求１は理由がないから、これを棄却した原判

決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、

また、控訴人の当審における追加請求（本件請求２）も理由がないから、

これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 
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２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海 (法人番号

6180005007083） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

ファビウス株式会社（法人番号 3011101056423） 

 

４．当該判決に関する改善措置情報 （※）の概要 

なし 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る

相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予

防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容

及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則第

14 条、第 28 条参照）。 
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１．本件表示１ 

 
  

別 紙 
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２．本件表示２ 

 
 


